
令和６年度子ども体力向上事業募集要項

１ 目的

この要項は、子どもの体力向上に向けたスポーツ機会の充実を図るため、徳島県県

民スポーツ振興事業補助金交付要綱に基づき実施する「令和６年度子ども体力向上事

業」の募集に関して必要な事項を定める。

２ 対象団体

補助金の対象となる団体（以下、「補助事業者」という。）は、総合型地域スポ－ツ

クラブ（創設準備中を含む。）や競技団体等のうち、次の要件を満たしている団体とす

る。

（１）徳島県内に住所又は活動の本拠地を有すること。

（２）役員・会員等で構成した組織であること。

（３）対象団体は、団体運営についての規約等を有し、かつ代表者及び所在地が明ら

かであること。

（４）予算や決算、事業報告を的確に行っていること。

（５）政治上の主義もしくは施策、または宗教上の教義を推進・支持し、またはこれ

に反対する活動を行っていないこと。

３ 対象事業

補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

（１）地域に密着して実施する「子どもの体力向上」に寄与する事業

（例）・単一又は複数種目の運動を継続的に経験する場を提供する事業

・運動遊びにより、日常における運動習慣の定着化を図る事業

・レクリエーションスポーツを活用し、気軽に運動できる場を提供する事業

等

（２）前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。

ア 当該イベントが営利を目的としている事業

イ 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

ウ 他の機関・団体等から委託又は委託金の交付を受けて行う事業

（３）申請できる件数は、１団体１件とする。

４ 事業実施期間

事業の実施期間は、交付決定の日から令和７年３月３１日までとする。

５ 対象経費

（１）補助金の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、次のとおりとす

る。

ア 報償費（講師等謝金）

イ 旅費（講師等旅費）

ウ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）

エ 委託料（会場警備等）

オ 役務費（通信運搬費、筆耕料、イベント保険料等）

カ 使用料及び賃借料（会場借上料、設備使用料、機材・車両借上料等）



クラブで会員向けに実施している教室メニュー等を活用して申請を行う場合、新規

事業分のみを対象経費として認める（経常的経費（講師等謝金、会場借上料等）が新

規事業分と重複する場合は、人数割等にて算出すること。）。

（２）前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費とならない。

ア 補助対象年度と異なる会計年度に属する経費

イ 補助事業者以外の者が支出した経費

ウ 補助事業者自身が請求者となっている経費

エ 備品購入費

オ 賞金・賞品等に係る経費

カ レセプションに係る経費、打ち上げ費、手土産代、その他飲食関係費

キ 事務局経常費（光熱水費、職員給与費）

ク その他、補助対象として適当でないと判断したもの

６ 補助額

（１）総事業費から他の収入（参加料・協賛金等）を差し引いた額の範囲内で、対象経

費の４／５以内を補助する。

（２）１事業あたり３０万円を補助上限額とし、全体予算内で調整する。

７ 企画提案

事業の実施を希望する者は、次のとおり企画提案を行う。

（１）提出書類

ア 企画提案書（別紙１）

イ 事業計画書（別紙２）

ウ 収支予算書（別紙３）

エ 審査の基準に関する説明書（別紙４）

オ 団体規約・役員名簿、令和４年度事業報告書、決算書、令和５年度予算書

カ 新型コロナウイルス感染防止対策について（別紙５）

（２）提出期限

令和６年２月２２日（木）午後５時（必着）

（３）提出方法

（１）に定める書類を提出期限までに、次の提出先へメール又は郵送にて提出す

ること。

〈提出先〉〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地

徳島県未来創生文化部スポーツ振興課 佐藤

メール sportsshinkouka@pref.tokushima.jp

（４）その他

企画提案書等の作成費用については、選定結果に関わらず提案書作成者の負担と

する。また、提出された企画提案書等については返却しない。

８ 補助金の内定

（１）審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、内定を行う。

（２）内定された補助事業者は、別途補助金の交付に係る手続きを行う。



９ スケジュール（予定）

（１）企画提案書締切 令和６年２月２２日（木）

（２）事業内定 令和６年３月中旬

（３）補助金交付申請書締切 令和６年３月２７日（水）

（４）事業決定 令和６年４月 １日（月）

※ 本募集は、令和６年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにする

ために募集の手続きを行うものである。事業の決定や予算の執行は、令和６年度

当初予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になる場合がある。

１０ 問い合わせ先

徳島県未来創生文化部スポーツ振興課 企画・生涯スポーツ担当 佐藤

電 話 088-621-3189 ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-621-2819

メール sportsshinkouka@pref.tokushima.jp

１１ 留意事項

（１）企画提案書及び補助金申請関係書類は、必ず企画提案団体の構成員が作成するこ

と。

（２）県は、補助事業の実施に当たり、実施団体の求めに応じて、指導・助言を行うと

ともに、その効果的な運営を図るために協力を行う。

（３）県は、必要に応じ、補助事業の実施状況及び会計処理状況について、調査を行う

ことができる。

（４）事業実施の際は、傷害保険・賠償責任保険に加入するなど、安心安全対策を徹底

し、最善の注意を払って実施すること。

(５) 新型コロナウイルス感染防止対策を講じ，事業を安全に実施すること。

（５）再委託により、事業を実施することは禁止する。

（６）事業完了後は、事業実績報告書を作成し、終了した日から３０日を経過した日又

は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、県に提出すること。


